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障害福祉分野の業務効率化について

論点１ 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について

論点２ 管理者の兼務範囲の明確化について

論点３ テレワークの取扱いについて

論点４ 人員配置基準における治療との両立支援への配慮について
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【論点１】事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について

○ 介護分野において、地方公共団体ごとに様式や添付書類の差異があるなどの課題に対して、文書の簡素
化・標準的な様式例の整備を順次行っているところ。

○ 障害福祉分野についても、規制改革実施計画（令和５年６月16日閣議決定）において、「障害福祉サー
ビス等事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法及び児
童福祉法の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書、報酬請求関連文書（中略）に
ついて、標準様式及び標準添付書類（以下「標準様式等」という。）を作成すること」、「標準様式等に関
する検討結果を踏まえ（中略）電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備について検討する」
とされている。

また、障害者部会報告書において、様々な障害保健福祉分野のサービスが整えられていく中で、サービス
提供事業者にとっても事務・手続き等の負担感が少なく、わかりやすい制度の在り方を検討する必要がある
ことが指摘されている。

○ このため、令和５年度障害者総合福祉推進事業において、「障害福祉サービスにおける各種行政手続き等
の負担軽減に向けた調査研究」を実施しているところ。

現状・課題
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○ 各地方公共団体から収集した申請書等の様式について、省令で提出を義務付けている事項以外の事項で各
地方公共団体に共通して見られる事項や添付書類について、その必要性の分析を踏まえ、令和５年度中に
サービス類型ごとに、標準様式等を作成してはどうか。

○ 標準様式等を作成後、地方公共団体に対して活用を促し、令和６年度以降、その普及の状況等を踏まえ、
標準様式等の使用の基本原則化について検討を行うこととしてはどうか。

○ また、令和６年度においても、引き続き障害者総合福祉推進事業において、「電子的に申請・届出を可能
とするためのシステムの整備」に向けた調査研究を実施することを検討してはどうか。

検討の方向性



（論点１ 参考資料①）

（参考）規制改革実施計画（令和５年６月１６日閣議決定）（抄）

b こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、障害福祉サ
ービス等事業者が障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連
文書、報酬請求関連文書及び指導監査関連文書について、標準様式及び標準添付書類（以下「標準様式等」とい
う。）を作成する。その際、当該標準様式等については、押印又は署名欄は設けないことを基本とし、あわせて、地
方公共団体に対して押印又は署名を求めることがないよう要請するとともに、先行して標準様式が定められている介
護サービスと共通化可能な部分は共通化することを基本とする。

その上で、障害福祉サービス等事業者が、当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の法令上
の措置を講ずる方向で検討する。

なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判断によって、独自の規律を設けるこ
とを妨げないこととし、当該地方公共団体が当該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様式・添付書類
を使用することを妨げない。

c こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び相談支援並びに児童福祉法に基づ
く障害児通所支援、障害児入所施設及び障害児相談支援の指定及び報酬請求（加算届出を含む。）に関連する申請・
届出について、障害福祉サービス等事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることと
する観点から、b の標準様式等に関する検討結果を踏まえ、障害福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏ま
えつつ、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするため、障害福祉サービス等事業者の選択
により、電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備について検討する。その際、特段の事情があり、当
該システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によることを可能とする。また、地方公共団
体ごとのシステムの利用の有無についてはこども家庭庁及び厚生労働省において公表する方向で検討する。

障害福祉分野における手続負担 の軽減（ローカ ルルールの見直し等）
【b：（前段）令和５年度措置、（中段）令和５年度検討・結論、c：（前段）可能な限り速やかに検討を開始し、令和６年度結論】
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PwC

令和５年度障害者総合福祉推進事業
「障害福祉サービスにおける各種行政手続き等の負担軽減に向けた調査研究」（概要）

委託事業者：PwCコンサルティング合同会社

（論点１ 参考資料②）

訪問系 日中活動系 施設系 居住支援系 訓練系 就労系 障害児 相談支援系

・居宅介護

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護

・重度障害者等包

括支援

・短期入所

・療養介護

・生活介護

・施設入所支援 ・自立生活援助

・共同生活介護

・自立訓練（機能

訓練）

・自立訓練（生活

訓練）

・就労移行支援

・就労継続支援A型

・就労継続支援B型

・就労定着支援

・児童発達支援

・医療型児童発達

支援

・放課後等デイ

サービス

・保育所等訪問支

援

・障害児入所施設

・一般相談支援

・特定相談支援

・地域移行支援

・地域定着支援

・障害児相談支援

指定申請 報酬請求 実地指導

1 各自治体から様式を収集 2 各自治体間の共通項や独自項目に係る分析

3 サービス類型（訪問系～相談支援系）ごとに、標準様式及び標準添付書類を作成

（例）想定される各項目の整理方法のイメージ

指定申請書及び
添付書類一覧

各加算の届出様
式及び添付書類
一覧

実地指導に際し
作成・提出を求
めている資料等

（参考）サービス類型の分類案（※実際の区分は収集した書式等を基に検討予定）

a.省令事項の添付書類

省令で提出を義務付けている事項
※各自治体が任意の様式を用意

b.省令事項
以外の事項

各自治体の添付書類一覧を基に標準添付書類を作成。
・多くの自治体間で共通する添付書類は何か。
・このほか、アンケート調査及び事業検討委員会※での
議論を踏まえて必要と考えられる添付書類があるか。

・多くの自治体間で共通する事項は何か。
・このほか、アンケート調査及び事業検討委員会での議
論を踏まえて必要と考えられる添付書類があるか。

各自治体の申請書類等を基に標準様式を
作成。
・アンケート調査及び事業検討委員会での
議論を踏まえて修正すべき箇所があるか。

※学識経験者、施設（事業書）関係者、自治体関係者で構成
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PwC

標準様式等のイメージ
・指定申請については、現行の自治体の書式の構成を踏まえ、サービス類型を通じて共通の申請書＋各サービスごとに記載が必要な事項をまと
めた付表（記載事項一覧等の呼称もあり）までを標準様式として作成する想定。

(様式第1号)

指定障害福祉サービス事業所

指定障害者支援施設 指定申請書

指定特定相談支援事業所

指定一般相談支援事業所

年 月 日

殿 所在地

申請者 名　称

代表者

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設

・指定特定相談支援事業所・指定一般相談支援事業所に係る指定を受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

フリガナ

名称

申 主たる事務所の (郵便番号 － )

請 所在地 県

者 (ビルの名称等)

(

連絡先

設 E-mailアドレス

置 代表者の職・氏名 生年月日(和暦)

者 生年月日

)

(郵便番号 － )

代表者の住所 県

(ビルの名称等)

フリガナ

名称

指 事業所(施設)の (郵便番号 － )

定 所在地 県

を (ビルの名称等)

受

け

よ

う 指

と サ 定

す ー 障

る ビ 害

事 ス 福

業 事 祉

所 業

・ 所

施

設 指

の 支 定

種 援 障

類 施 害

設 者
指定一般相談支援事業所(地域移行支援)

指定一般相談支援事業所(地域定着支援)

上記の事業所が同法において既に指定を受けている場合の指定番号

(備考)

１

２

フリガナ

令和

FAX番号

実施

事業
他の法律において既に指定を

受けている事業等の指定年月日

実施

事業
指定申請をする事業等の

事業開始予定年月日

郡市

職名

郡市

氏名

備考
同一所在地において
行う事業等の種類

様式

青森 郡市

電話番号

付表１４

付表１４

施設入所支援 付表８

事業種別 事業種別

「同一所在地において行う事業等の種類」欄には、今回申請をするもの及び既に指定を受けているものにつ
いて事業の種類を記載し、該当する欄のチェックボックスにチェックマークを記載してください。

「上記の事業所が同法において既に指定を受けている場合の指定番号」欄には、申請を行う都道府県等にお
いて既に事業所としての指定を受け、番号が付番されている場合に、その事業種別及び事業所番号を記載し
てください。

番号 番号

付表１　居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所の指定に係る記載事項

( 共生型サービスとしての指定(居宅介護・重度訪問介護)

事

業 （郵便番号　　　　　－　　　　　）

所

県 郡・市

有 ・ 無

専従 専従

平日 土曜 日・祝

担当者

（備考）

　　乗降介助
サービス内容

　　身体介護 身体介護(通院介助) 　　家事援助

　　家事援助(通院介助)

２．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください。

一体的に管理運営を行う
他の事業所

１．複数種類のサービスを実施する場合、「サービス内容」欄に複数のサービス種類を記載して本様式１枚にまとめて提出
してください。

その他参考となる事項

第三者評価の実施状況 している　・　していない

苦情解決の措置概要 窓口（連絡先）

その他

特定無し　・　知的障害者　・　障害児　・　精神障害者

利用料

その他の費用

通常の事業の実施地域

主たる対象者

居宅介護 特定無し　・　身体障害者　・　知的障害者　・　障害児　・　精神障害者

重度訪問介護 特定無し　・　加算対象者以外

同行援護 特定無し　・　身体障害者　・　障害児

行動援護

基準上の必要人数（人）

主な掲示事項

営業日

営業時間

非常勤（人）

常勤換算後の人数（人）

氏　名

従業者の職種・員数
居宅介護等従業者 その他の従業者

兼務 兼務

従業者数
常勤（人）

事業所等の名称

兼務する職種及び
勤務時間等

当該事業の実施について定めてある定款・寄付行為等又は条例等 第　　条 第　　項 第　　号

サービス フリガナ
住 所

（郵便番号　　　　　－　　　　　）

提供責任者

管
理
者

フリガナ

住　所

（郵便番号　　　　　－　　　　　）

氏　名

居宅介護従業者等との兼務の有無

同一敷地内の他の事業所
又は施設の従業者との兼
務（兼務の場合記入）

所在地 郡・市

連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号

フリガナ

名　　称

・新規申請以外の変更や更新時の取扱いの明示も含む。
（「更新申請の際は、届出済みの内容から変更がない場合、添付書類を省略することを可能とする」など）

①指定申請書本体（サービスに関わらす共通の事項
を記載させる）

②付表（各サービスごとに必要な項目を記載させる）

③添付書類の一覧（①や②で記載させた事項が正しいかを確認するための挙証資料）

考えられる添付書類：登記の写し、従業員との雇用契約書、財務諸表 など

（論点１ 参考資料③）
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関係団体ヒアリングにおける主な意見

6

No 意見の内容 団体名

1
○文書負担軽減、手続き負担軽減に関する調査事業を実施し、現状把握と対策の工程を示して頂きたい。指定申請書・変更届・報酬請求資料・実地指導関連資料・受給者証・契約内
容報告書などの記載項目・様式・運用ルール等を改めて再検討し、優先順位を定めて標準様式を順次作成頂きたい。

全国介護事業者連盟

2
○事業所間・行政間、医療機関と福祉事業所の共有ソフト等の開発により、電子データでのやり取りへ移行する方針の打ち出し開発事業者への補助金。ソフト導
入への補助金。書類の電子保管を認める方針を打ち出す。電子署名、電子契約書による印鑑レス化、文章の電子保管の義務化。ロールモデルを提案して、データ
とデジタル技術を活用した福祉DXの構築、効率化の推進。

全国重症児者デイサービス・ネッ
トワーク



【論点２】管理者の兼務範囲の明確化について

○ 管理者については、多くの障害福祉サービス等の指定基準において、「事業者は、専らその職務に従事する
管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事さ
せ、又は当該事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする」旨を示しているが、
そのうち一部のサービスについては、指定基準又は解釈通知において、兼務可能な範囲を同一敷地内等に限っ
ている。

〇 サービス提供の管理や経営の能力を持つ人材には限りがある中で、提供するサービスの質を担保しつつ、障
害福祉サービス事業所等の効率的な運営を確保する必要がある。

現状・課題

7

サービス類型 常勤要件の有無（※） 専従要件の例外として兼務可能な範囲

障害児入所施設 ○ 同一敷地内に限って兼務可

障害児通所支援 × 同一敷地内又は道路を隔てて隣接する場合等に限って兼務可

訪問系サービス ○ 同一敷地内又は道路を隔てて隣接する場合等に限って兼務可

共同生活援助 ○ 制限なし

上記以外のサービス × 制限なし

（参考:サービス類型ごとの管理者の要件について）

（※）「常勤」について

指定障害福祉サービス事業所等に併設される事業所の職務であって、当該指定障害福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に行

われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達して

いれば、常勤の要件を満たすものとしている。



【論点２】管理者の兼務範囲の明確化について

8

〇 管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、

職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを解釈通知において明記しつつ、

現在、管理者の兼務の範囲が同一敷地内等に限られているサービスについて、事業所等の管理者は、

上記の責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、

必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず、同一の事業者によって

設置される他の事業所等（介護サービス事業所等の他分野のサービス事業所を含む。）の管理者又は従業者と

兼務できる旨、指定基準又は解釈通知において示すことを検討してはどうか。

（※）「常勤」の計算にあたっては、「併設される事業所」で兼務する際に勤務時間を通算できるとされているところ、管理者については、

上記見直しに伴い、専従要件の例外として他の事業所と兼務している場合について、勤務時間を通算できる旨示すことを検討してはどうか。

検討の方向性



管理者の責務 （論点２ 参考資料①）
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障害福祉サービスの管理者は、運営基準上、従業者及び業務の管理を一元的に行い、従業者に運営基準を
遵守させるため必要な指揮命令を行うものとされている。

（参考）
〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準（平成18年厚生労働省令第171号）

（管理者及びサービス提供責任者の責務）
第三十条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
２ 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとす
る。
３ （略）

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準について（平成18年12月６日付け障発第1206001号）

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
３ 運営に関する基準
（19）管理者及びサービス提供責任者の責務（基準第30条）

指定居宅介護事業所の管理者とサービス提供責任者の役割分担について規定したものであり、管理者は、従業者及び業務の一元的
管理並びに従業者に基準第二章第四節（運営に関する基準）を遵守させるための指揮命令を、サービス提供責任者は、指定居宅介護の
利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものである。



管理者の要件
（論点２ 参考資料②）
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訪問系サービスの管理者については、専らその職務に従事する常勤であることが要件として課されており、また、
他の事業所の職員との兼務については、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の
管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に限って、兼務が認められて
いる。

（参考）
〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準（平成18年厚生労働省令第171号）
（管理者）

第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指
定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、
施設等の職務に従事させることができるものとする。

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準について（平成18年12月６日付け障発第1206001号）

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
１ 人員に関する基準

（３）管理者（基準第６条）
指定居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合

であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、指定居宅介護の従
業者である必要はないものである。
① 当該指定居宅介護事業所の従業者としての職務に従事する場合
② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は

施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所又は施
設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される指定障害者支
援施設等において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただ
し、指定障害者支援施設等における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合が
あっても差し支えない。）



【論点３】テレワークの取扱いについて

○ 障害福祉サービス事業所等の指定基準等において、職員の常駐（※）の要否は明示されていないが、デジタ
ル臨時行政調査会は、法令には明記がないが運用等により実質的に義務化されているものも「常駐規制」に含
まれると定義した上で、「常駐規制」の見直しを求めている。

※ 常駐：（物理的に）常に事業所や現場に留まること。特定の者に対して、特定の時間、特定の場所への常時滞在を義務付けるもの。

○ 令和４年12月に公表された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」（令和４年12
月21日デジタル臨時行政調査会決定）において、各サービスの事業所等に置くこととされている各職種につい
て、令和６年３月末までに、「一部の付随的業務（直接利用者にサービスを提供しない業務）について必ずし
も常駐しなくて良い旨を通知等により示すことを検討すること」とされた。

○ 介護サービス事業所等における管理者については、令和５年９月に発出された事務連絡「情報通信機器を活
用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について」において、管理
上支障が生じない範囲内においてテレワークが可能であることや、管理上支障が生じない範囲の具体的な考え
方を示している。

現状・課題
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○ 管理者については、介護分野における取扱いに準じ、

・ 利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること

・ 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れ

を定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしていること

等の措置を講じ、管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能であることを示すこと
を検討してはどうか。

○ 管理者以外の職種又は業務についても、テレワークについて具体的な考え方を示すことを検討してはどうか。

検討の方向性



構造改革のためのデジタル原則

第７層 新たな価値
の創出

改革を通じて実現すべき価値
（デジタル社会を形成するための基本原則：①オープン・透明②公平・倫理③安全・安心④継続・安定・強靱

⑤社会課題の解決⑥迅速・柔軟⑦包摂・多様性⑧浸透⑨新たな価値の創造⑩飛躍・国際貢献）

アーキテクチャ 構造改革のためのデジタル原則

第６層 業務改革・
BPR／組織

原則①
デジタル完結・自動化原
則

書面、目視、常駐、実地参加等を義務付ける手続・業務につい
て、デジタル処理での完結、機械での自動化を基本とし、行政
内部も含めエンドツーエンドでのデジタル対応を実現すること。
国・地方公共団体を挙げてデジタルシフトへの組織文化作りと
具体的対応を進めること。

第５層 ルール

原則②
アジャイルガバナンス原
則
（機動的で柔軟なガバナンス）

一律かつ硬直的な事前規制ではなく、リスクベースで性能等を
規定して達成に向けた民間の創意工夫を尊重するとともに、
データに基づくEBPMを徹底し、機動的・柔軟で継続的な改善
を可能とすること。データを活用して政策の点検と見直しをス
ピーディに繰り返す、機動的な政策形成を可能とすること。

第４層 利活用環境
原則③
官民連携原則
（GtoBtoCモデル）

公共サービスを提供する際に民間企業のUI・UXを活用するなど、
ユーザー目線で、ベンチャーなど民間の力を最大化する新たな
官民連携を可能とすること。

第３層 連携基盤
原則④
相互運用性確保原則

官民で適切にデータを共有し、世界最高水準のサービスを享受
できるよう、国・地方公共団体や準公共といった主体・分野間
のばらつきを解消し、システム間の相互運用性を確保すること。

第２層 データ 原則⑤
共通基盤利用原則

ID、ベースレジストリ等は、国・地方公共団体や準公共といっ
た主体・分野ごとの縦割で独自仕様のシステムを構築するので
はなく、官民で広くデジタル共通基盤を利用するとともに、調
達仕様の標準化・共通化を進めること。第１層 インフラ

じん

（論点３ 参考資料①）

令和４年６月３日第４回
デジタル臨時行政調査会

資料７（赤枠追加）
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○ デジタル臨調における適合性の
点検・見直し対象の規律の範囲

法律･政令･省令
（約1万）

告示（約1万）、
通知・通達（約2万）
指針・ガイドライン等

独立行政法人等が定
めるガイドライン等

国
が
定
め
る
規
制

独
立
行
政
法
人
等

が
定
め
る
規
律

原則①
デジタル完結・自動化原則

原則②
アジャイルガバナンス原則
（機動的で柔軟なガバナンス）

原則③
官民連携原則
（GtoBtoCモデル）

原則④
相互運用性確保原則

原則⑤
共通基盤利用原則

○構造改革のための
デジタル原則

目視規制

常駐専任

書面掲示

定期検査

対面講習

往訪閲覧

実地監査

検査・点検・監査

調査

巡視・見張

目視規制の中でも、土
地や家屋等、実態・動
向等の明確化を目的と
するもの

目視規制の中でも、施
設や建物といったイン
フラ等の監視を目的と
するもの

目視規制の中でも、健
全度、長さ、高さ等、
基準への適合性の判定
を目的とするもの

検査・点検・監査

Phase１
目視・

実地監査規制

Phase２
情報収集の遠隔化、

人による評価

Phase３
判断の精緻化、自動

化・
無人化

○ 一括的見直しに向けた類型化とフェーズ
の考え方（目視規制・実地監査の例）

デジタル原則に照らした規制の点検・見直し作業

※ 点検を行った結果、
アナログ規制を定める
条項が約5000存在する
ことが判明

※ 地方公共団体が定める規制（条例等）については、マニュアルや先行事例の提示等を通じて、地方公共団体
による見直しを支援

令和４年６月３日第４回
デジタル臨時行政調査会

資料１（赤枠追加）

（論点３ 参考資料②）
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指定基準上配置が必要な職種一覧

○ 指定基準上配置が必要な職種は下表の通り。

（論点３ 参考資料③）
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サービス類型／職種

管理者

（管理

人）・施

設長

従業者

（介護福

祉士等）

医師・嘱

託医
看護職員

生活支援

員

サービス

提供責任

者

サービス

管理責任

者・児童

発達支援

管理責任

者

理学療法

士・作業

療法士

職業指導

員

就労支援

員

相談支援

専門員

児童指導

員・保育

士

機能訓練

担当職員
栄養士

心理指導

担当職員

訪問支援

員
その他職種名

居宅介護 ○ ○ ○
重度訪問介護 ○ ○ ○
同行援護 ○ ○ ○
行動援護 ○ ○ ○
療養介護 ○ ○ ○ ○ ○
生活介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○
短期入所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※１

重度障害者等包括支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※2

自立訓練（機能訓練） ○ ○ ○ ○ ○
自立訓練（生活訓練） ○ ○ ○ 地域移行支援員

就労移行支援 ○ ○ ○ ○ ○
就労継続支援A型 ○ ○ ○ ○
就労継続支援B型 ○ ○ ○ ○
就労定着支援 ○ ○ 就労定着支援員

自立生活援助 ○ ○ 地域生活支援員

共同生活援助 ○ ○ ○ 世話人

障害者支援施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※3

地域移行支援 ○ ○
地域定着支援 ○ ○
計画相談支援 ○ ○
福祉ホーム ○
児童発達支援（センター） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 言語聴覚士、調理員

児童発達支援（センター以外） ○ ○ ○ ○ ○
放課後等デイサービス ○ ○ ○ ○ ○ ○
居宅訪問型児童発達支援 ○ ○ ○
保育所等訪問支援 ○ ○ ○
福祉型障害児入所施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 調理員

医療型障害児入所施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※4

障害児相談支援 ○ ○
※１　短期入所については、事業所の形態に応じて配置基準が異なる。

※２　重度障害者等包括支援の事業を行う事業者は、当該事業者が指定を受けている障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る従業員の員数を満たさなければならないこととされている。

※３　障害者支援施設については、提供するサービスに応じて配置基準が異なる。

※４　医療法に規定する病院・診療所として必要とされる従業者を配置することとされている。

児

童

福

祉

法

障

害

者

総

合

支

援

法



（論点３ 参考資料④）
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第１ テレワークに関する基本的な考え方
介護事業所等の管理者は、当該介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能である。また、当該

管理者が複数の介護事業所等の管理者を兼務している場合にも、それぞれの管理に支障が生じない範囲内において、テレワークを行うこと
が可能である。その際、利用者やその家族からの相談対応なども含め、利用者に対するサービスの提供や提供されるサービスの質等に影
響が生じないようにすること。

なお、本事務連絡に記載の取扱いについては、管理者としての職務への従事に関して示したものであり、管理者が管理者以外の他の職種
（介護職員等）を兼務する場合の当該他の職種としての業務に関して示したものではない。管理者以外の職種におけるテレワークの取扱い
については、今後、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を踏まえ、令和５年度中に別途お示しすることとする。

また、管理者が兼務可能な介護事業所等の範囲の見直し等については、今後、「規制改革実施計画」（令和５年６月16日）に基づき、社会
保障審議会介護給付費分科会等での意見も踏まえながら、令和５年度中に結論を得ることとしている。

第２ 管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方
（１） 管理者がテレワークを行い、介護事業所等を不在とする場合であっても、サービスごとに運営基準上定められた管理者の責務（例えば、
通所介護の場合、従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理及び従業者に運営基準を遵守させるた
め必要な指揮命令）を管理者自らが果たす上で支障が生じないよう体制を整えておくこと。その際、管理者以外の従業者に過度な負担が生
じることのないよう、留意すること。
（２） 特に、利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保すること。また、管理者は利用者、従業者及びその他関係者
と、テレワークを円滑に行えるような関係を日頃から築いておくこと。
（３） 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、管理者がテレワークを行う場合における緊急時の対応について、あらかじめ
対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしておくこと。
（４） 管理者としてテレワークを行うことができる日数・時間数については、介護サービスの種類や介護事業所等の実態等に応じて、各事業
者において個別に判断すること。ただし、他の職種を兼務する管理者がテレワークを行う場合、管理者以外の各職種の人員配置基準に違反
しないようにすること。
（５） 上記（１）～（４）について、利用者やその家族、都道府県、市町村等から求めがあれば、適切かつ具体的に説明できるようにすること。

事務連絡「情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項につ
いて（令和５年９月５日厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課発出）」（抜粋）

介護サービス事業所等における管理者に係るテレワークの取扱い



【論点４】人員配置基準における治療との両立支援への配慮について

○ 障害福祉サービス等の人員配置基準上、勤務時間が週32時間以上の者を「常勤」として取り扱うこととし
ており、また、「常勤換算方法」の計算においても、週32時間以上の勤務を常勤換算１として取り扱うこと
としている。

○ 令和３年度障害福祉サービス等報酬改定では、各サービスの人員配置基準や報酬算定において、職員が育
児・介護休業法等に基づく短時間勤務等を行う場合には、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱い、ま
た、「常勤換算方法」の計算においても、週30時間以上の勤務を常勤換算１として取り扱うことを可能とし
た。

○ 治療との両立支援については、「治療と仕事の両立ガイドライン」において、療養中・療養後の負担を軽
減すること等を目的として所定労働時間を短縮する制度（短時間勤務制度）を各事業場の実情に応じて検討、
導入し、治療のための配慮を行うことが望ましいとされている。

現状・課題
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○ 障害福祉の現場において、育児や介護に加え、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、
「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合
にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱い、また、「常勤換算方法」の計算においても、週30時
間以上の勤務を常勤換算１として取り扱うことを可能とすることを検討してはどうか。

検討の方向性



人員配置基準における両立支援への配慮（令和３年度障害福祉サービス等報酬改定）

（論点４ 参考資料①）
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○ 障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促

進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。

・ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、

介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30

時間以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）と扱うことを認める。

・ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等

を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすこと

を認める。

この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休

業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。

（参考） 医療従事者の負担軽減・人材確保について（平成28年度診療報酬改定）



「常勤」の取扱い 「常勤換算」の取扱い 育児・介護休業法等の取扱い

短
時
間
勤
務

母性健康管理
育児

特例あり
※ 短時間勤務を利用し勤務する場合、
週30時間以上の勤務で常勤扱い

特例あり
※ 母性健康管理措置又は育児・介護休業
法による短時間勤務制度等を利用する場
合、週30時間以上の勤務で常勤換算での
計算上も１（常勤）と扱うことを認める

・母子保健法に基づく保健指導又は健康診査の結果
に沿った勤務時間の変更等の措置

・３歳に達するまでの子を養育する労働者に、短時
間勤務の措置（１日原則６時間）（事業主に義務
付け。また、３歳から小学校就学の始期に達する
までの子を養育する場合にも、努力義務）

介護

特例あり
※ 短時間勤務を利用し勤務する場合、
週30時間以上の勤務で常勤扱い

・介護を行う労働者に、３年以上の期間で２回以上
利用可能な、短時間勤務制度等の措置

休
業

産前産後
母性健康管理

育児

特例あり

※ 人員配置基準や報酬算定において

「常勤」での配置が求められる職員

が、産前産後休業、母性健康管理措

置又は育児休業・介護休業を取得し

た場合に、同等の資質を有する複数

の非常勤職員を常勤換算することで、

人員配置基準を満たすことを認める

※ 上記の複数の非常勤職員による代

替を前提として、常勤職員の割合を

要件とする福祉専門職員配置等加算

等について、当該休業を行った職員

についても常勤職員の割合に含める

ことを認める

ー

・原則、出産予定日の６週間前からの産前休業、出
産翌日からの８週間の産後休業

・原則、子が１歳に達するまでの育児休業（保育所
に入れない等の場合は最長２歳まで）

介護
・対象家族１人につき、通算93日の範囲で合計３
回までの介護休業

○ 令和３年度障害福祉サービス等報酬改定において、育児・介護休業法による短時間勤務制度等について、人員配置基
準や報酬算定における特例が設けられた。

育児・介護に係る障害福祉サービス等の人員配置基準上の取扱い

（論点４ 参考資料②）
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治療が必要な疾病を抱える労働者が、業務によって疾病が増悪することがないよ
う、治療と仕事の両立のために必要となる一定の就業上の措置や治療に対する配慮
を行うことは、労働者の健康確保対策として位置づけられている。

（第 14 次労働災害防止計画でも治療と仕事の両立支援は「産業保健活動の推進」に含まれている）

→ 疾病に罹患していることを以て安易に就業禁止の判断をするのではなく、できるだ
け配置転換等の措置を講じ、就業の機会を失わせないようにすることに留意が必要。

治療と仕事の両立支援ガイドライン

事業者による両立支援の取組の位置づけ

ガイドラインの対象

事業者、人事労務担当者、産業保健スタッフ（産業医、保健師、看護師等）

※ ただし、労働者（その家族）、医療機関関係者（医師、看護師、医療ソーシャル
ワーカー（ＭＳＷ）等）の支援に関わる人も活用可能

対象疾患

対象者

反復・継続して治療が必要な疾病（がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、難病 等）

※ 短期で治癒する疾患は対象としていない

対象労働者 雇用形態に関わらず、全ての労働者 ※ 正規・非正規などの別はない

（論点４ 参考資料③）

治療と仕事の両立のために必要となる就業上の措置や治療に対する配慮が適切に行わ
れるようにするため、事業場における取組方法をまとめたもの。（平成28年2月作成）
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（参考）両立支援に関する制度の整備の状況（産業別）

○ 労働安全衛生調査の結果によると、医療・福祉関係の事業所の42.3％が「治療と仕事を両立できるような取組が
ある」としており、12.1％が「両立支援に関する制度の整備（年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等）」を設
けている。

出典：令和３年 労働安全衛生調査（実態調査） 傷病（がん、糖尿病等の私傷病）を抱えた労働者が治療と仕事を両立できるような取組の有無及び内容（複数回答）別事業所割合（2-1）より作表

区分
治療と仕事を両立で
きるような取組があ
る

両立支援に関する制
度の整備（年次有給
休暇以外の休暇制度、
勤務制度等）

合計 41.1 (100.0) 14.8 ( 36.0)

農業，林業（林業に限る。） 24.3 (100.0) 4.7 ( 19.3)

鉱業，採石業，砂利採取業 42.2 (100.0) 8.9 ( 21.1)

建設業 44.7 (100.0) 9.8 ( 22.0)

製造業 36.3 (100.0) 9.9 ( 27.2)

電気・ガス・熱供給・水道業 72.8 (100.0) 56.0 ( 77.0)

情報通信業 46.7 (100.0) 22.5 ( 48.2)

運輸業，郵便業 47.8 (100.0) 14.7 ( 30.7)

卸売業，小売業 37.6 (100.0) 15.7 ( 41.8)

金融業，保険業 77.1 (100.0) 50.6 ( 65.7)

不動産業，物品賃貸業 44.0 (100.0) 13.7 ( 31.3)

学術研究，専門・技術サービス業 45.6 (100.0) 16.9 ( 37.0)

宿泊業，飲食サービス業 36.8 (100.0) 12.8 ( 34.9)

生活関連サービス業，娯楽業 30.0 (100.0) 10.2 ( 34.1)

教育，学習支援業 32.7 (100.0) 15.8 ( 48.4)

医療，福祉 42.3 (100.0) 12.1 ( 28.6)

複合サービス事業 56.9 (100.0) 25.0 ( 44.0)

サービス業（他に分類されないもの） 43.7 (100.0) 13.4 ( 30.7)

（論点４ 参考資料④）
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